
（２）　個人情報保護制度実施状況一覧

受付
番号

日　付
請求
区分

公開請求された情報の件名及び内容 担当 決定内容 根拠条項

1 4/21 閲覧
平成２８年４月１９日付けの三郷市住民票の写し等
交付通知書に記載された住民票の写し等に係る交
付請求書等

市民課 部分開示

第１９条第２
項第２号
第１９条第２
項第３号ア

2 4/25 写しの交付
平成２８年４月２２日付けの三郷市住民票の写し等
交付通知書に記載された住民票の写し等に係る交
付請求書等

市民課 部分開示
第１９条第２
項第３号ア

3 5/6 写しの交付 平成２８年３月５日の火災の火災調査書 予防課 部分開示
第１９条第２
項第２号

4 5/26 写しの交付
介護保険認定における介護保険主治医意見書・認
定調査票・認定事項（特記事項）

長寿いきがい課 部分開示
第１９条第２
項第２号

5 6/6 写しの交付
市内中学校への転校手続書類（中学校校長の意見
書）

学務課 全部開示

6 6/6 写しの交付
平成２７年１０月１日～平成２８年６月５日までの住民
票の交付請求書

市民課 全部開示

7 8/9 閲覧
平成２８年８月５日付けの三郷市住民票の写し等交
付通知書に記載された住民票の写し等に係る交付
請求書等

市民課 部分開示

第１９条第２
項第２号
第１９条第２
項第３号ア

8 8/12 写しの交付
平成２８年８月９日付けの三郷市住民票の写し等交
付通知書に記載された住民票の写し等に係る交付
請求書等

市民課 部分開示

第１９条第２
項第２号
第１９条第２
項第３号ア

9 8/24 写しの交付
２０１０年７月から２０１４年１２月までの歯科医院の
診療報酬明細書

国保年金課 全部開示

10 8/26 写しの交付
平成２８年１月から２月までに請求された戸籍の附票
の請求書

市民課 部分開示
第１９条第２
項第２号

11 9/1 写しの交付
平成２８年８月２０日５時５５分の私事の救急搬送記
録

消防署 部分開示
第１９条第２
項第２号

12 9/15 写しの交付
平成２８年５月２１日の火災の
・火災調査書
・出火原因判定書

予防課 部分開示
第１９条第２
項第２号

13 9/29 写しの交付
平成２８年９月２８日付けの三郷市住民票の写し等
交付通知書に記載された住民票の写し等に係る交
付請求書等

市民課 部分開示
第１９条第２
項第３号

14 10/17 写しの交付
介護認定が開始された日以降の認定状況が分かる
もの一切

長寿いきがい課 全部開示
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15 10/17 写しの交付 平成２８年５月分の病院の診療報酬明細書 国保年金課 全部開示

16 10/24 写しの交付
平成２７年１０月～現在までの戸籍・戸籍の附票・住
民票の請求書

市民課 部分開示
第１９条第２
項第２号

17 12/12 写しの交付 平成２８年７月１８日の救急搬送記録 消防署 部分開示
第１９条第２
項第２号

18 12/19 写しの交付
平成２８年１２月１６日付けの三郷市住民票の写し等
交付通知書に記載された住民票の写し等に係る交
付請求書等

市民課 部分開示
第１９条第２
項第２号・
第３号

19 1/12 写しの交付
平成２９年１月１０日付けの三郷市住民票の写し等
交付通知書に記載された住民票の写し等に係る交
付請求書等

市民課 部分開示
第１９条第２
項第２号・
第３号

20 1/23 写しの交付
平成２９年１月１６日付けの三郷市住民票の写し等
交付通知書に記載された住民票の写し等に係る交
付請求書等

市民課 部分開示
第１９条第２
項第２号・
第３号

21 2/9 写しの交付
子の救急搬送の記録　平成２６年９月２７日
（法定代理人請求）

消防署 部分開示
第１９条第２
項第２号

22 2/14 写しの交付 平成２３年４月に入院した時の病院のレセプト 国保年金課 全部開示

23 2/21 写しの交付
平成２９年２月２０日付けの三郷市住民票の写し等
交付通知書に記載された住民票の写し等に係る交
付請求書等

市民課 部分開示
第１９条第２
項第２号

24 2/27 写しの交付
子の保育必要性の認定基準表及び保育必要性の認
定基準が同点の場合の選考判断基準

すこやか課 全部開示

25 3/16 写しの交付 国保加入当時からの診療報酬明細書 国保年金課 全部開示

26 3/21 写しの交付 平成２８年１２月９日の火災調査書類一式 予防課 部分開示
第１９条第２
項第２号

27 3/24 写しの交付 平成２８年１０月２１日の火災調査書類一式 予防課 部分開示
第１９条第２
項第２号


